
   簡易評価型プロポーザル方式による事業者選定の実施について（公告） 

 簡易評価型プロポーザル方式による事業者選定を実施するので、次のとおり公告します。 

 

  令和６年８月 26 日 

 

                        公益財団法人長岡市スポーツ協会 

                            会 長  野 口  剛 

 

１ 実施概要 

  今回実施する簡易評価型プロポーザル方式による事業者選定は、長岡市地域クラブ活

動運営主体整備支援業務について参加者に提案を求め、その内容を別に定める評価基準

によって評価し、最も優れた提案をした者と契約に向けた手続を進めるために実施する

ものです。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 業 務 名  長岡市地域クラブ活動運営主体整備支援業務 

 ⑵ 業 務 内 容  新たな地域クラブ活動の実施体制において、当協会が担う地域クラ

ブの事務の効果的かつ効率的な運営体制整備に係るコンサルティング、

運営体制の検討、システムの導入等 

 ⑶ 委 託 期 間  契約締結日から令和７年２月 28 日（金曜日）まで 

 

３ 事業者選定委員会 

  長岡市地域クラブ活動運営主体整備支援業務委託事業者選定委員会 

  （委員の構成は最優秀者の特定結果の公表時に公開します。） 

 

４ 参加資格要件 

  このプロポーザルに参加しようとする者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす

者とします。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者である

こと。 

 ⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

 ⑶ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

 ⑷ その構成員に次のア又はイのいずれかに該当する者がいないこと。 

  ア 破産者で復権を得ない者 

  イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる

までの者 

 ⑸ 民事再生法（平成11年法律第225号）、会社更生法（平成14年法律第154号）又は破産

法（平成16年法律第75号）に基づく手続開始の申立てがなされていない者であること。 



 ⑹ 過去３年間に、人口10万人以上の市において、業務受託者として１市につき複数の

地域クラブ活動の運営体制構築又は運営管理の実績を有すること。 

 

５ 参加者の失格 

  次の各号のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

 ⑴ 参加資格要件を満たさないことが明らかとなった場合 

 ⑵ 契約締結までに参加資格要件を満たさなくなった場合 

 ⑶ 企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

 ⑷ 企画提案書等に不備（実施要領との不適合、記載事項の未記載等）があった場合、

著作権の不正使用等の不法行為が発覚した場合、又は虚偽の内容が記載されていると

認められた場合 

 ⑸ 参考見積額が提案上限額を超えている場合 

 ⑹ 本プロポーザルの審査又は本業務の契約等に影響を与える工作等の不正な行為があ

ったと認められた場合 

 

６ 参加表明書の提出 

  このプロポーザルに参加を希望する者は、「簡易評価型プロポーザル参加表明書兼誓

約書（様式１）」、「誓約書（様式２）」及び「会社概要（様式３）」各１部を以下のとお

り提出してください。 

 ⑴ 提出期限  令和６年９月２日（月曜日）午後４時まで 

 ⑵ 提出方法  持参又は郵送（配達確認ができるものに限る。） 

 ⑶ 提 出 先  〒940-0084 

         長岡市幸町２丁目１番１号 さいわいプラザ３階 

         公益財団法人長岡市スポーツ協会 

 

７ 質問書の提出と回答 

  参加表明書を提出した者は、「簡易評価型プロポーザルに関する質問書（様式４）」を

以下のとおり提出することができます。 

 ⑴ 提 出 期 限  令和６年９月６日（金曜日）午後４時まで（必着） 

 ⑵ 提 出 方 法  電子メール（送信後、電話で受信を確認すること。） 

 ⑶ 提 出 先  公益財団法人長岡市スポーツ協会 

          メールアドレス：info@n-spokyo.or.jp 

 ⑷ 質問の回答  全ての質問に対する回答を質問者を伏して、参加表明書を提出した

者全員に令和６年９月 10 日（火曜日）までに電子メールで回答しま

す。 

 

８ 企画提案書等の提出 

  このプロポーザルに参加を希望する者は、「企画提案書」及び「参考見積書」を次の

とおり提出してください。 



 ⑴ 提出書類 

  ア 企画提案書  ５部 

   (ｱ) 企画提案書表紙（様式６） 

   (ｲ) 業務実績確認書（様式７） 

   (ｳ) 企画提案書（任意様式） 

  イ アの電子データ（ＣＤ－Ｒ）  １部 

  ウ 参考見積書（任意様式）    １部 

 ⑵ 提出期限  令和６年９月 13 日（金曜日）午後４時まで（必着） 

 ⑶ 提出方法  持参又は郵送（配達確認ができるものに限る。） 

 ⑷ 提 出 先  〒940-0084 

         長岡市幸町２丁目１番１号 さいわいプラザ３階 

         公益財団法人長岡市スポーツ協会 

 

９ 最優秀者の特定方法について 

 ⑴ 企画提案書等の評価に際し、提案内容のプレゼンテーションを伴うヒアリングを実

施します。なお、日時・会場等の詳細については、別途参加者に電子メール等で通知

します。 

   実施日時  令和６年９月 27 日（金曜日）（予定） 

 ⑵ 企画提案書の記述項目及びプレゼンテーションの内容に関して、別に定める選考評

価基準を基に事業者選定委員会の各委員が採点し、各委員の評価点を平均して算出し

たもの（少数第２位を四捨五入）を参加者の評価点とします。ただし、評価点が 50

点を下回った参加者は失格とします。 

 ⑶ 評価点の最も高い事業者を最優秀者として特定します。評価点が同点となった場合

は、各委員による選考投票で過半数を占めた参加者を最優秀者として特定します。１

回目の投票で過半数を占めた参加者がいない場合は、最多得票の参加者と次点の参加

者で決選投票を行い特定します。 

 ⑷ 提出された提案書が１件であった場合については、プレゼンテーション及びヒアリ

ングをした後、選考委員会において審査、評価の上協議し、適切と認めたときは、優

秀な提案者として特定します。 

 

10 特定結果の公表と通知 

 ⑴ 最優秀者の特定結果については、当協会のホームページで公表するとともに、参加

者に対して、特定又は不採用を電子メール等で通知します。 

 ⑵ 不採用の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して７日以内にその理由の説

明を電子メール等で求めることができます。 

 

11 契約に向けた手続き 

  当協会と最優秀者双方で協議の上仕様書を定めた後に見積合わせを行い、合意ができ

れば随意契約を締結します。 



 

12 留意事項 

 ⑴ このプロポーザルの参加に要する経費は、すべて参加者の負担とします。 

 ⑵ 提出された企画提案書等は、このプロポーザル以外の目的には使用しません。 

 ⑶ 提出された企画提案書等は返還しません。 

 ⑷ このプロポーザルに係る情報公開請求があったときは、公益財団法人長岡市スポー

ツ協会情報公開規程に基づき公開します。 

 ⑸ 不明な点については、公益財団法人長岡市スポーツ協会（電話０２５８－３４－２

１３０）に照会してください。 


